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・
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一

石
綿
に
よ
る
健
康
被
害
の
救
済
に
関
す
る
法
律
施
行
令
（
平
成
十
八
年
政
令
第
三
十
七
号
）
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二

予
算
決
算
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会
計
令
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昭
和
二
十
二
年
勅
令
第
百
六
十
五
号
）
（
附
則
第
二
条
関
係
）
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○
石
綿
に
よ
る
健
康
被
害
の
救
済
に
関
す
る
法
律
施
行
令
（
平
成
十
八
年
政
令
第
三
十
七
号
）

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

案

現

行

（
第
一
項
一
般
拠
出
金
の
徴
収
に
要
す
る
費
用
の
額
）

第
九
条

法
第
三
十
六
条
の
政
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
算
定
し
た
額
は
、
当
該

（
新
設
）

年
度
に
お
け
る
第
一
項
一
般
拠
出
金
（
法
第
三
十
七
条
第
一
項
の
第
一
項
一
般
拠

出
金
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
の
返
還
金
の
額
並
び
に
第
一
項
一
般
拠
出
金
の
徴

収
及
び
法
第
三
十
八
条
第
二
項
の
第
一
項
一
般
拠
出
金
事
務
を
処
理
す
る
労
働
保

険
事
務
組
合
（
労
働
保
険
の
保
険
料
の
徴
収
等
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
四
十
四
年

法
律
第
八
十
四
号
）
第
三
十
三
条
第
三
項
の
労
働
保
険
事
務
組
合
を
い
う
。
）
に

関
す
る
事
務
に
要
す
る
費
用
の
額
の
合
計
額
か
ら
法
第
三
十
四
条
の
規
定
に
よ
る

国
庫
の
負
担
額
を
減
じ
て
得
た
額
と
す
る
。

（
一
般
拠
出
金
率
の
算
定
方
法
）

第
十
条

法
第
三
十
七
条
第
一
項
及
び
第
二
項
の
一
般
拠
出
金
率
は
、
次
に
掲
げ
る

（
新
設
）

事
項
を
基
礎
と
し
て
定
め
る
も
の
と
す
る
。

一

救
済
給
付
（
法
第
三
条
の
救
済
給
付
を
い
う
。
）
の
支
給
に
要
す
る
費
用
の

予
想
額
、
法
第
三
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
交
付
金
及
び
同
条
第
二
項
の

規
定
に
よ
る
拠
出
金
が
あ
る
と
き
は
そ
れ
ら
の
額
並
び
に
指
定
疾
病
の
発
生
の

状
況
そ
の
他
の
事
情
を
考
慮
し
て
算
定
し
た
一
般
拠
出
金
及
び
特
別
拠
出
金
の

額
と
し
て
必
要
で
あ
る
と
見
込
ま
れ
る
金
額
の
総
額
（
以
下
「
事
業
主
の
負
担

総
額
」
と
い
う
。
）
か
ら
法
第
四
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
徴
収
さ
れ
る

特
別
拠
出
金
の
総
額
の
見
込
額
を
控
除
し
た
額

二

平
成
十
七
年
度
に
お
け
る
全
国
の
労
災
保
険
適
用
事
業
主
（
法
第
三
十
五
条

第
一
項
の
労
災
保
険
適
用
事
業
主
を
い
う
。
）
が
そ
の
事
業
に
使
用
す
る
す
べ

て
の
労
働
者
に
支
払
わ
れ
た
賃
金
の
総
額
と
し
て
推
計
し
た
額
と
全
国
の
船
舶

所
有
者
（
法
第
三
十
五
条
第
二
項
の
船
舶
所
有
者
を
い
う
。
）
が
使
用
す
る
す

（別紙1-3）P.1
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（別紙1-3）P.2

べ
て
の
船
員
に
支
払
わ
れ
た
賃
金
の
総
額
と
し
て
推
計
し
た
額
と
の
合
計
額

（
徴
収
法
を
準
用
す
る
場
合
の
読
替
え
）

第
十
一
条

法
第
三
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
第
一
項
一
般
拠
出
金
に
つ
い
て

（
新
設
）

労
働
保
険
の
保
険
料
の
徴
収
等
に
関
す
る
法
律
の
規
定
を
準
用
す
る
場
合
に
お
け

る
同
法
の
規
定
に
係
る
技
術
的
読
替
え
は
、
次
の
表
の
と
お
り
と
す
る
。

読
替
え
に
係

読
み
替
え
ら
れ
る
字
句

読
み
替
え
る
字
句

る
労
働
保
険

の
保
険
料
の

徴
収
等
に
関

す
る
法
律
の

規
定

第
十
九
条
第

保
険
関
係
が
消
滅
し
た
も

保
険
関
係
が
消
滅
し
た
も
の

一
項

の
に
つ
い
て
は
、

に
つ
い
て
は
、
そ
の
保
険
年

度
の
初
日
及
び

第
十
五
条
第
一
項
第
一
号

第
十
五
条
第
一
項
第
一
号
及

び
第
二
号

保
険
関
係
が
成
立
し
、
又

保
険
関
係
が
消
滅
し
た
場
合

は
消
滅
し
た
も
の
に
つ
い

で
あ
つ
て
、
当
該
保
険
関
係

て

が
消
滅
し
た
日
か
ら
五
十
日

以
内
に
申
告
書
を
提
出
す
る

と
き

第
十
九
条
第

第
十
五
条
第
一
項
第
一
号

第
十
五
条
第
一
項
第
一
号
及

二
項

び
第
二
号

（
特
別
事
業
主
の
要
件
）

第
十
二
条

法
第
四
十
七
条
第
一
項
の
政
令
で
定
め
る
要
件
は
、
大
気
汚
染
防
止
法

（
新
設
）

（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
九
十
七
号
）
第
二
条
第
十
一
項
に
規
定
す
る
特
定
粉
じ

ん
発
生
施
設
が
設
置
さ
れ
た
工
場
又
は
事
業
場
そ
の
他
石
綿
の
使
用
の
状
況
又
は
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（別紙1-3）P.3

石
綿
に
よ
る
健
康
被
害
の
発
生
の
状
況
を
把
握
す
る
た
め
の
調
査
で
環
境
大
臣
が

指
定
す
る
も
の
に
よ
り
石
綿
が
使
用
さ
れ
て
い
た
と
認
め
ら
れ
る
工
場
又
は
事
業

場
で
あ
っ
て
、
次
の
い
ず
れ
に
も
該
当
す
る
も
の
（
以
下
「
特
別
事
業
場
」
と
い

う
。
）
を
有
し
、
又
は
有
し
て
い
た
こ
と
と
す
る
。

一

石
綿
の
使
用
量
（
昭
和
二
十
六
年
か
ら
平
成
十
七
年
ま
で
の
各
年
に
お
け
る

当
該
工
場
又
は
事
業
場
に
お
い
て
使
用
さ
れ
た
石
綿
の
量
の
合
計
量
を
い
う
。

以
下
同
じ
。
）
が
、
一
万
ト
ン
以
上
で
あ
る
こ
と
。

二

平
成
七
年
か
ら
平
成
十
六
年
ま
で
の
各
年
に
お
け
る
当
該
工
場
又
は
事
業
場

の
所
在
地
の
属
す
る
市
（
特
別
区
を
含
む
。
以
下
同
じ
。
）
町
村
に
お
い
て
中

皮
腫
に
よ
り
死
亡
し
た
者
の
数
の
合
計
数
を
十
で
除
し
て
得
た
数
を
当
該
市
町

村
の
人
口
（
平
成
十
七
年
三
月
三
十
一
日
に
お
い
て
住
民
基
本
台
帳
法
（
昭
和

四
十
二
年
法
律
第
八
十
一
号
）
に
基
づ
き
住
民
基
本
台
帳
に
記
録
さ
れ
て
い
る

住
民
の
数
を
い
う
。
）
で
除
し
て
得
た
数
に
十
万
を
乗
じ
て
得
た
数
が
、
〇
・

五
五
三
人
以
上
で
あ
る
こ
と
。

三

昭
和
十
四
年
度
か
ら
平
成
十
六
年
度
ま
で
の
各
年
度
に
お
け
る
当
該
工
場
又

は
事
業
場
に
お
い
て
石
綿
に
さ
ら
さ
れ
る
業
務
に
従
事
す
る
こ
と
に
よ
り
指
定

疾
病
に
か
か
り
、
こ
れ
に
よ
り
労
働
者
災
害
補
償
保
険
法
又
は
船
員
保
険
法
の

規
定
に
よ
る
保
険
給
付
を
受
け
た
者
の
合
計
の
人
数
（
以
下
「
保
険
給
付
の
受

給
者
数
」
と
い
う
。
）
が
、
十
人
以
上
で
あ
る
こ
と
。

（
特
別
拠
出
金
の
額
の
算
定
方
法
）

第
十
三
条

法
第
四
十
八
条
第
一
項
の
特
別
拠
出
金
の
額
の
算
定
方
法
は
、
法
第
四

（
新
設
）

十
七
条
第
一
項
の
特
別
事
業
主
が
有
し
、
又
は
有
し
て
い
た
特
別
事
業
場
ご
と
に

次
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
算
定
し
た
額
の
合
計
額
を
合
算
す
る
も
の
と
す
る
。

一

事
業
主
の
負
担
総
額
に
昭
和
二
十
六
年
か
ら
平
成
十
七
年
ま
で
の
各
年
に
お

け
る
我
が
国
の
石
綿
の
輸
入
量
を
合
計
し
た
量
（
ト
ン
で
表
し
た
量
を
い
い
、

以
下
「
石
綿
の
輸
入
量
」
と
い
う
。
）
の
数
値
を
石
綿
の
輸
入
量
の
数
値
と
全

国
の
保
険
給
付
の
受
給
者
数
に
百
七
十
を
乗
じ
て
得
た
数
値
と
を
合
計
し
た
数

値
で
除
し
て
得
た
数
値
を
乗
じ
て
得
た
額
に
、
当
該
特
別
事
業
場
に
お
け
る
石
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（別紙1-3）P.4

綿
の
使
用
量
（
ト
ン
で
表
し
た
量
を
い
う
。
）
の
数
値
を
石
綿
の
輸
入
量
の
数

値
で
除
し
て
得
た
数
値
を
乗
じ
て
得
た
額

二

事
業
主
の
負
担
総
額
に
全
国
の
保
険
給
付
の
受
給
者
数
に
百
七
十
を
乗
じ
て

得
た
数
値
を
石
綿
の
輸
入
量
の
数
値
と
全
国
の
保
険
給
付
の
受
給
者
数
に
百
七

十
を
乗
じ
て
得
た
数
値
と
を
合
計
し
た
数
値
で
除
し
て
得
た
数
値
を
乗
じ
て
得

た
額
に
、
当
該
特
別
事
業
場
に
お
け
る
保
険
給
付
の
受
給
者
数
を
全
国
の
保
険

給
付
の
受
給
者
数
で
除
し
て
得
た
数
値
を
乗
じ
て
得
た
額

第
十
四
条

法
第
五
十
九
条
第
三
項
の
政
令
で
定
め
る
額
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る

第
九
条

法
第
五
十
九
条
第
三
項
の
政
令
で
定
め
る
額
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
特

特
別
遺
族
年
金
を
受
け
る
権
利
を
有
す
る
遺
族
及
び
そ
の
者
を
生
計
を
同
じ
く
し

別
遺
族
年
金
（
法
第
五
十
九
条
第
二
項
の
特
別
遺
族
年
金
を
い
う
。
以
下
同

て
い
る
特
別
遺
族
年
金
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
遺
族
の
人
数
の
区
分
に
応
じ
て

じ
。
）
を
受
け
る
権
利
を
有
す
る
遺
族
及
び
そ
の
者
を
生
計
を
同
じ
く
し
て
い
る

当
該
各
号
に
掲
げ
る
額
と
す
る
。

特
別
遺
族
年
金
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
遺
族
の
人
数
の
区
分
に
応
じ
て
当
該
各

号
に
掲
げ
る
額
と
す
る
。

一
〜
四

（
略
）

一
〜
四

（
略
）

２

（
略
）

２

（
略
）

第
十
五
条

（
略
）

第
十
条

（
略
）

（
徴
収
法
等
を
適
用
す
る
場
合
の
読
替
え
）

（
徴
収
法
等
を
適
用
す
る
場
合
の
読
替
え
）

第
十
六
条

法
第
六
十
九
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
同
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
労

第
十
一
条

法
第
六
十
九
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
同
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
労

働
保
険
料
の
徴
収
に
つ
い
て
労
働
保
険
の
保
険
料
の
徴
収
等
に
関
す
る
法
律
の
規

働
保
険
料
の
徴
収
に
つ
い
て
労
働
保
険
の
保
険
料
の
徴
収
等
に
関
す
る
法
律
（
昭

定
を
適
用
す
る
場
合
に
お
け
る
同
法
の
規
定
の
技
術
的
読
替
え
は
、
次
の
表
の
と

和
四
十
四
年
法
律
第
八
十
四
号
）
の
規
定
を
適
用
す
る
場
合
に
お
け
る
同
法
の
規

お
り
と
す
る
。

定
の
技
術
的
読
替
え
は
、
次
の
表
の
と
お
り
と
す
る
。

（
略
）

（
略
）

第
十
七
条
・
第
十
八
条

（
略
）

第
十
二
条
・
第
十
三
条

（
略
）
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◎

予
算
決
算
及
び
会
計
令
（
昭
和
二
十
二
年
勅
令
第
百
六
十
五
号
）
（
附
則
第
二
条
関
係
）

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

案

現

行

（
納
入
の
告
知
を
要
し
な
い
歳
入
）

（
納
入
の
告
知
を
要
し
な
い
歳
入
）

第
二
十
八
条
の
二

会
計
法
第
六
条
に
規
定
す
る
政
令
で
定
め
る
歳
入
は
、
次
に
掲

第
二
十
八
条
の
二

会
計
法
第
六
条
に
規
定
す
る
政
令
で
定
め
る
歳
入
は
、
次
に
掲

げ
る
歳
入
と
す
る
。

げ
る
歳
入
と
す
る
。

一
・
二

（
略
）

一
・
二

（
略
）

三

石
綿
に
よ
る
健
康
被
害
の
救
済
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
八
年
法
律
第
四

三
及
び
四

削
除

号
）
第
三
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
お
い
て
準
用
す
る
徴
収
法
第
十
九
条
第
一

項
又
は
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
申
告
し
て
納
付
す
る
石
綿
に
よ
る
健
康
被
害
の

救
済
に
関
す
る
法
律
第
三
十
七
条
第
一
項
の
第
一
項
一
般
拠
出
金

四

削
除

五
〜
九

（
略
）

五
〜
九

（
略
）


